
生駒市消防本部訓令甲第１号 

 生駒市救急業務運用規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２５年３月１日 

生駒市消防長 藤田 隆文 

 

   生駒市救急業務運用規程の一部を改正する訓令 

 生駒市救急業務運用規程（平成１０年９月生駒市消防本部訓令甲第４号）の一

部を次のように改正する。 

 様式第１号（表）を次のように改める。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 この訓令は、平成２５年３月１日から施行する。 

 


